　

物品売買契約書
１．契約物品の表示
	


２．契約代金
	円（消費税等含む）



購入者　　eq \o\ad(　　　　　　　　　　　　　　,学校法人　早稲田大学)
（以下甲という）と

譲渡者　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（以下乙という）は、

上記の物品の売買について、次のとおり契約を締結する。
（納入場所）
第１条　物品は早稲田大学　　　　　　　　　　　　　　　　に納入する。
（納入期限）
第２条　物品の納入期限は、　　　　年　　　月　　　日とする。
（物品検査）
第３条　乙は、物品納入の際、必ず、甲の立会検査を受けるものとする。
（代金の請求）
第４条　乙は、納入物品が前条の検査に合格したときは、　　　　年　　　月　　　日までに、甲の定める請求書により、代金の請求手続を行うものとする。
（代金の支払）
第５条　甲は、代金を　　　　年　　　月　　　日までに、乙の指定する金融機関に振り込むものとする。
（協議事項）
第６条　この契約の条項の解釈について疑義が生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について定める必要があるときは、甲・乙協議のうえ、これを解決する。
　この契約を証するために、本書２通を作成し、各々署名捺印のうえ、その１通を所持するものとする。

     年　　　月　　　日


甲





印


乙





印
（Ａ３版　左頁）
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（Ａ３版右頁）

